
【令和３年度国民健康保険料率比較】
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介護納付金分 医療給付費分
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介護納付金分 医療給付費分 介護納付金分

所得割 6.80% 2.20% 1.80% 6.35% 2.85% 3.07% 0.45% -1.27%

資産割 20.00% 13.56% 6.44%

均等割 24,000円 11,000円 14,000円 24,462円 15,123円 22,681円 -462円 -8,681円

平等割 29,000円 25,500円 3,500円

※ 応能割（能力に応じた負担）：応益割（受益に対する負担）＝50：50が基準

　所得割 所得額に応じて負担する保険料

　資産割 固定資産税額に応じて負担する保険料（例：当年度に賦課された固定資産税額が5万円の場合　5万円×20％＝1万円）

　均等割 被保険者（国保加入者）数に応じて負担する保険料

　平等割 被保険者数に関わらず世帯として負担する保険料

※ 保険料区分ごとの賦課対象者

※ 銚子市国民健康保険料の現状
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資料１

-0.65%

-4,123円

銚子市保険料率 千葉県から示された標準保険料率 銚子市保険料率－
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　現在の保険料率で不足している後期高齢者支援金及び介護納付金分を医療給付費分で補填

　介護納付金分＝40歳から64歳までの被保険者（令和3年10月現在　5,339人）

　医療給付費分、後期高齢者支援金＝全被保険者（令和3年10月現在　16,346人）

　40歳から64歳の被保険者が負担すべき保険料(介護納付金分)の一部を、39歳以下及び65歳以上の被保険者が負担している状況

　単年度収支は黒字を確保しているものの、累積赤字の解消には至らない


